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内
閣
を
構
成
す
る
内
閣
総
理
大
臣
以
外
の
国
務
大
臣
の
定
数
は
内
閣
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
復
興
庁
、
国
際
博
覧

会
推
進
本
部
及
び
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
は
二
十

人
以
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
。 

 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
の
設
置
期
限
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
四
月
以
降
、
閣
僚
を
減
ら
す
必
要
が
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
行
う

こ
と
と
な
る
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


